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発行 岩手県一関保健所 

電話 ０１９１－２６－１４１５ 

保健所だより 

 

 

厚生労働省の管轄組織である、エイズ動向委員会の発表によると、平成28年のＨＩＶ感染者・ 

エイズ患者新規報告数（速報値）は1,440件で、平成18年以降、毎年1,500件程度で推移してお 

り、患者の報告件数も27,000件を超えています。特に、診断時にすでにエイズを発症している人 

の割合は約３割と高い水準で、早期発見のための検査機会を逃している方が多いと考えられます。 

こうした状況を踏まえ、６月１日から６月７日までの１週間をＨＩＶ検査普及週間とし、国や 

都道府県が、この期間以外にも利用しやすい場所や時間帯に配慮した検査を実施するなど、利用 

の機会を拡大するとともに、年間を通して検査・相談体制の情報提供を含む普及活動を行い、Ｈ 

ＩＶ検査の浸透・普及を図っています。 

■参考：厚生労働省ホームページ HIV検査普及週間について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000165163.html 

 

 

薬物乱用防止のためにできること 

◎岩手県における薬物乱用防止啓発活動について 

 薬物乱用者の低年齢化が心配されることや、危険ドラッグ使用者が交通事故を起こした事件などが報道されるな

か、国、都道府県及び関係団体は連携して薬物乱用防止対策に取り組んでいます。 

岩手県と厚生労働省は、５月１日から８月30日までの４か月間、「不正大麻・けし撲滅運動」による大麻やけし

に関する正しい知識の普及を図っています。また、６月20日から７月19日までの１か月間、薬物乱用問題に対す

る意識向上を図るため、「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」を展開しています。 

◎不正栽培や自生している「大麻」や「けし」を発見したら連絡を 

皆さんの周りに自生している「大麻」や不正と知らずに植えられている「けし」があるかもしれません。保健所

では、「けし」の見分け方の相談や、自生している「大麻」や「けし」の情報を受け付けています。 

不正に栽培したり、自生している「大麻」や「けし」を発見したときは、警察署か保健所にご連絡ください。 

◎けしの見分け方－植えてはいけないけし－ 

違法なけし 注意点 違法なけしの代表的な特徴 

ケシ（ソムニフェ

ルム種） 

･葉、茎、つぼみはキャベツの葉のような白身を帯び

た緑色をしており、表面にほとんど毛がありません。 

･茎上部の葉は茎を抱きこみます。 

八重咲きの花が、ボタンゲシやペオニ

（フラワード）ポピーの名で園芸用に

出回ることがあります。 

アツミゲシ（セテ

ィゲルム種） 

･つぼみの表面がなめらかです。（ヒナゲシにはつぼ

みに凸凹があります。） 

･茎上部の葉は茎を抱きこみます。（ヒナゲシの葉は

茎を抱きこまず、深い切れ込みがあります。） 

比較的小柄でヒナゲシと間違えられる

ことがあります。 

ハカマオニゲシ

（ブラクテアツ

ム種） 

･つぼみの表面の毛は寝ています。（オニゲシはつぼ

みの毛が立っています。） 

･花の色は深紅です。（オニゲシは橙色または朱色で

す。） 

オニゲシと非常に似ており、オニゲシ

やオリエンタルポピーの名で園芸用に

出回ることがあります。 

 
■参考：厚生労働省ホームページ 不正大麻・けし撲滅運動について  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163016.html 

県ホームページ 薬物乱用防止について  https://www.pref.iwate.jp/iryou/yakumu/yakubutsu/index.html 

一関保健所からのお知らせを地域の方にお届けするため、「保健所だより」を発行しています。ご家族でご覧いただ

いたり、ご近所の集まりなどでお伝えいただくなどご活用ください。                                   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】環境衛生課（電話26-1412） 

 

岩手県エイズ予防キャラクター 

「LOVE＆LIFE」 

ＨＩＶ検査普及週間について 

【問い合わせ先】保健課（電話26-1415） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000165163.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163016.html


■県南広域地方振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所  

住所：〒021‐8503 一関市竹山町 7-5    

電話：0191-26-1415  FAX：0191-26-3565     

ホームページアドレス：http://www.pref.iwate.jp/kennan/ichi_hoken/index.html                         

ひとり親家庭の無料法律相談のお知らせ 

 岩手県母子寡婦福祉連合会では、県から委託を受けて、県内にお住まいのひとり親家庭の方（母子家庭の母、ま

たは父子家庭の父、寡婦）を対象に、弁護士による法律相談を行っています。一関地区では、次の日程で法律相談

を開催しますので、困ったことや悩みごとを抱えているひとり親家庭の方は、お気軽にご相談ください。また、ひ

とり親家庭の方だけではなく、離婚を考えている方の相談も受け付けています。 

 なお、相談には予約が必要ですので、事前に「ひとり親家庭等就業・自立支援センター」または一関保健福祉環

境センターまでご連絡ください。 

◎一関地区での相談 

１ 開 催 日 ：平成29年６月22日（木） 10時から15時まで 

２ 場  所 ：一関地区合同庁舎（一関市竹山町７-５）２階 デイケア室 

３ 担当弁護士：熊本 賢吾 氏 

４ ご予約・お問合せ先：ひとり親家庭等就業・自立支援センター（電話：019-623-8539） 

■参考：県ホームページ 特別相談について 

 http://www.pref.iwate.jp/fukushi/jidou/001896.html  

【問い合わせ先】管理福祉課（電話：0191-26-1415） 

 

 事業内容 相談日・検診日 担当課 

医療相談 
医療に関する相談窓口を設置しています。相談

内容について関係機関と連携して対応します。 

８時30分から17時まで 

（祝祭日、年末年始を除く） 

管理福祉課 

（26-1415） 

福祉相談 

配偶者暴力（DV）相談、ひとり親世帯及び寡

婦世帯からの相談、ろうあ者・盲ろう者の相談・

手話通訳、ひとにやさしい駐車場利用証交付を行

っています。 

８時30分から16時まで 

（祝祭日、年末年始を除く） 管理福祉課 

（26-1415） 

女性健康相談 
妊娠や不妊などの婦人科関係の相談、女性の健

康についての相談に応じます。 

９時から17時まで 

（祝祭日、年末年始を除く） 

保健課 

（26-1415） 

こころの健康相談 

こころの問題について、専門の医師が相談に応

じます。偶数月は一関合同庁舎で、奇数月は千厩

合同庁舎で行います。 

原則第１木曜日の 13 時 30

分から 

 

保健課 

（26-1415） 

HIV 抗体検査、クラミ

ジア病原体検査、B

型・C 型肝炎ウイルス

検査、HTLV－1 抗体検

査、梅毒検査 

ＨＩＶ抗体検査は即日検査で行います。採血

後、約１時間後に結果をお知らせします。また、

クラミジア病原体検査、B 型・C 型肝炎ウイルス

検査またはHTLV－1抗体検査は、概ね２週間後に

結果をお知らせします。予約が必要ですので、事

前にお電話ください。 

原則第２火曜日の 10 時 30

分から11時50分まで 

 保健課 

（26-1415） 

骨髄バンクの登録 
 骨髄バンクに関する相談を実施しています。希

望により、骨髄ドナー登録を受け付けています。 

原則第２火曜日の９時から

９時30分まで 

保健課 

（26-1415） 

食品営業相談 
飲食店など営業許可の相談を受け付けていま

す。事前にお電話でご連絡ください。 

毎週水・金曜日の９時から

16時30分まで 

環境衛生課 

（26-1412） 

飼犬、飼猫の相談 

犬や猫について動物愛護の相談を受け付けて

います。飼い主の方、これから飼い主になろうと

する方からの相談、問い合わせにお答えします。 

９時30分から17時まで 

（祝祭日、年末年始を除く） 
環境衛生課 

（26-1412） 

一関保健所相談窓口のご紹介 

http://www.pref.iwate.jp/fukushi/jidou/001896.html

